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不適正な取引行為を指定･禁止

●￣￣■Ｆ￣■。－￣■■￣■■■￣■￣■■■■￣戸一■■■Ｐ●■■■’■■￣■￣■￣￣￣■■■'■■■￣■￣■、■■■■■■■缶一■￣■,￣￣￣■

８石１１１県安全安心な消費生活社会づくり条例では､事業者が消費者との間で行うlｨ､週止な取弓|行為｣をｉ

：指定・禁止しており､それらの行為があった場合には､県は事業者に対して指導や勧告などを行います.・・・

,この不適正な取引行為は５分類からなり､その具体的な行為の内容は規則により50項目定めています。：

：（平成16年８月1曰施行）：

ノラ;,石川県



国璽国鬮鬮副嗣鬮
分類 項'三

。１契約勧誘に関する行為

事業者による勧誘行為は､事業者と消避者にとって最初のステップであり､消費者が契約を決めるには、

正しい情報が得られ､主体的に判断できることが必要です。事業者が消費者にごまかしや偽りで近づい

たり､必要な情報を提供しなかったり､また､強引に勧誘するような行為は許されません。

1 ２１優良･有リluZ壷の惠圏這

商品またはサービス

(以下、商品等という）

暦YZ高
■

負贋屹なｵlぱ

睦安で.｣つでも
商品等の安全性

取引条件など、夷
かどうかの判断に

及ぼす重要な事項
「商品等に関する

項」という）につ

実際よりも著しく
有利であるようIこ

を誤認させるよう

や広告によって誘

契約の締結を勧誘

契約を締結させる
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の契約が皀的であるのに、

それ以外のことが=的の

ように患わ亡るような言

動や広告によって消費者

に接近、誘引し、契約の

綺結を勧誘したり、契約

を締結させること。

３ 』．に言サーヨ８

重肇學醇
ち゛

商品等に関する重要事

項で、事案壱が知ってい

る榴報や知っているべき

商品等に関する重要事

項について、事実と異な

る情報や消費者を誤認さ

せるような情報を提供し

て、契約の締結を勧誘し

たり、契約を締結させる

こと。

橘報を消費者に提供しな

いて、契約の締結を勧誘

したり、契約を諦結させ

ること。

目匿 園
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この孜村で勉奴して両lifに

合穫Ｌたら、征セワクで

月７～８万円の収入になるよロ
商品等の鯛入や利扁が、

法令などにより義務づけ

られていると消費壱を誤

認させるような言動によ

って、契約の締結を勧誘

したり、契約を綺結させ

ること。
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公的な機関等または尼

人の許可、認可、後援、

委託などを受けていると

消費者を誤認させるよう

な言動や広告によって誘

引し、契約の締結を勧誘

したり、翌約を篶宅さて

ること。

公的な磯関や著名な法

人、その他の団体（以下

「公的な機罵等」とい

う）の議員であると消費

者を誤認さぜるような言

動によって、契約の締結

を勧誘したり．契約を靖

二んなに汚れてい撰寸．

すぐに瀞水麗を

つけないと

痢気になりますよ」
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の 困惑させる『｡
勘 百二声ﾆｰﾖ坊事I害

▼ 消費者の意に反した長

時間または反復しての醍

得、あるいは早鞘や深夜

に電話、訪問するなどし

て困惑させ、契約の綺結

を勧誘したり、契約を締

結させること。

頭業者の氏名や名称、

住所などを明らかにしな

いで、または偽って、契

約の締結を勧誘したり、

契約を綺結させること。

1２20威圧する１１１

消賓者が住居や職場か

ら退去してほしいと意思

表示をしても逼去しない

で、まだは勧誘されてい

る場所から退去したいと

意思表示をしても退去さ

せないで、契約の締結を

動議したり、契約を韓結

させること。

威圧的または畏怖させ

るような言動によって、

契約の諦結を勧誘したり、

契約を諦拮させること。

l腹目 １4】心理的不安に乗じる」
■

－■■Ｔ□戸

健康、財産、将来の不

安、その他の生活上の不

安をことさらに覚えさせ

るような言動によって、

心理的に不安な状態に随

らてて、契約の誇詰を勧

誘したり、契約を締結さ

せること、

商記弄を駁売すら目的

で、その前に他の商品等

を義憤や著しい廉侭で供

給することによって、潅

費者に心理的芯負担を生

じさせて、契約の諦結を

勃誘したり、契約を締結

させること。

この護寵だと

摸が釘きますよ！
＋すぐI=聯を２

回正常な判断軸
〆率票の皀的以外の商品
等を無侭や著しい廉価で

供給することなどにより､I（
消費者を正常な判断がで

きない状態に陥らせて、

契約の締結を勧誘したり、

契約を締結させること。

I賭Eﾘ壁､麹iLHijZ璽
〆消費者の取引に関す
知識または判断力の不

に乗じて、契約の覇結

勧誘したり、契約を締
させること、

1

1８8)路上等での鰯 Z勧蔚：、四過去の取引情報0
戸遇云の取引情義を利用
し、その取引の継続義務

があると告げたり、過去

の不利益の回擾、不利菫

の拡大防止、新疋な不利

萱の防止ができるかのよ

うにきけて、または清賓

者に不安を覚えさせて、

契約の諦結を勧誘したり、

契約を締結させること。

蓬上その他の場所で消

費者を呼び止め、潰蛮者

の意に反して執ように醜

得したり、威圧的、因惑

させるような言動によっ

て、その場に引き留めた

り、営業所芯とへ誘引し

たりして、契約の締結を

勧誘したり、契約を精活

きてること、

庁

３



の 不当なメールの送信」 2００１虚値霊戯。
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消蛮者をそそのかし、

年齢や戦業、収入など契

約に関する重要事項につ

いて、申込書、契約書な

どに事実に反することを

記蔵させて、契約の諦結

を勧誘したり、契約を諦
結させること。

図 １ ;封ＩＨ垣窒｢βX､ご」

商品等の購入買金に関

して、消費者からの要請

がないのに、金躍槻関か

らの借り入れやその他の

信用供二を受けることを

執ように励めて、契約の

締結を勧誘したり、契約

を誇拮させること口

摩

２契約内容に関する行為

契約は事業者と消費者が対等の立場で交わすものですが､実際には事業者が契約の諸条件を定めて、

消費者はそれを承諾するか断るかの選択肢しかないために多くのトラブルが起きています｡事業者は、

信義誠実の原則にしたがって契約内容を定めることが求められ､優位な立場を利用して消費者に不当な

不利益を与える行為は許されません。

｣解約の不当な
消費者からの契約の軍

し込みの撤回、契約の篤

除、取り消しの￣し出、

契約の壽効の主歪（以下

「契約の＄し込みの倣回

等」という）について、

不室に制限する条項を定

めた契約を綺結させるこ

と。

１
トロヶロローＩ 場

額

の
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弩

栄

乞已

匿 ４■■ｑＰ

頚案壱の頂傷不履行、

債務の履行に伴う不法行

為、商品等の欠陥による

損害賠償責任の全部また

は－部を不当に免除する

条項や、商品等の欠隠に

閏する修補責任を一方的

に免責させる条項を定め

ク

貝証

i罰吊

の言

三巷

され

不＝

条項

させた契約を諦諾させること⑤
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伜可

’
法令による規定に比べ

て、消費者の権利を制隈

したり、消費者の義務を

加重して、不＝に消費者

の利益を害する内容の条

項を定めた契約を締結さ
せること。

－
２
Ｋ
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三
！
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返赫農となる者へ畳

商品等の蝿入に伴う金

駐機関からの借り入れや

その他の信用の供与が渭

費者の返済能力を超える

ことが明らかなのに、そ

のような信用の供与を伴

った契約を締結させるこ

と。

'１０ｇ不当な過量販ｉ
〆消費者にとって不当に
過大な量や不当に長窮に

わたり供給される商品等

の購入を内容とする契約

を誇結させること。

１３債務履行に関する行為
事業者と消費者の間で成立した契約について､消費者が債務の履行をしないことがあったとしても、

事業者は法令や常識に則って催促すべきで､消費者をあざむいたり､曰常生活を脅かすような手段をとっ

てはいけません｡また､事業者の債務について､正当な理由なく拒否したり､遅延させるような行為は許さ

れません。

１ 囲 」国鳥H､葛に韻。届

正当な理由なく、長時

間または反復して、ある

いは早朝や深夜に、電話

をかけたり訪問するなど

消費者を困惑させるよう

な言動によって、債務の

厨行を迫ること、

ＩＡ－Ｉｎ月団亟へﾛロ

IY5n～お急1２

消費者やその保証人、

その他法律上支払い義務

のある者（以下「消費者

等」という）をあざむい

たり、威圧的、畏怖させ

るぶうな言動によって、

債務の)覆行を迫ること。

Ｓ

窯
（



＆ ヮ関係人を誉
正当な理由なく、消

者等に不利益となる情

を信用情報披閲.'や濃
者等の関係人に通知し
リー霊に再布すると

４ 』亟索銅淫叩題
消費者等をあざむいた

り、困惑させたり、威圧

的、良１筋させるような三

動や心運的圧迫を=える

ような言動によって、預

金の払い戻しや生命保険

の解約、借り入れなどを

させて金銭を調達させ、
俄務の厨行を跨ることへ

寳
一一

劃

賢

'石

清

醤者三に告げて．ま万 lま

これらの行為を実行し て、

消費者等に心理的圧迫

＝えて、績務の履行を

←

泪

ること己

喝 ６ リ支払い鰯のな（堵
消費者等の関係人で法

律上支払い義務のないも

のに、正当な理由なく電

話をかげたり、訪問する

などの不当な手段で、契

約に基づく債務の履行へ

の漣力を迫ること旬

鳥
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一
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Ｉ事業者名等を
事美者の氏名や名称、

住所芯とを明らかにしな

いで、または偽って、消

賀者等に対して、債務の

履行を迫ること。

岡 ８ 』慎翻の小腹１丁
履行期限を過ぎている

のに、契約に基づく債務

の履行をしない、または

消盤者からの履行催促に

対して適切な対応をしな

いで、偵務の全部または

－部の履行を不当に拒否

したり、遅延させること

9,-方的な履行Ｆ
７繼続的に商品等を供給
する契約を締結した場合

に、正＝な理由なく取引

条件を￣方的に変更した

り、債務の履行が終了し

ていないのに、消費者へ

事前の通知をすることな

く愚行を中止すること.

澪１徳用Wi報鯉関＝消魔者等の支塾い能力に関する情報（侭用情報）の収襲
及び稲業者に対する侭篇情義の提供を鍵とする者

『｡〈⑤⑨④④④ｏ④③'｡。：
：ｸｰﾘﾝｸﾞ･オフとは妄語で｢頭を冷やす｣という意味。８
０消費者が結んだ契約を、一定の期間内ならば無条件で解約でＯ

：きるという､消費者を守る制度です｡ただし店鐡へ出向い８
０ての契約や通信販売などは対墓外です。 ０

cＰ･･････。･･○････････○･･･････････ｃｐての墾靭や起信取元'８:とIざ対象外です｡ｃｏ
ｏ●クーリング・オフできる主な商法と期間Ｏクーリング・オフ】画知の書き方ＣＯ
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取引内密 期｜間 解約理由は不要ですが､

雲而苅知により征拠を残

すことが大切です。ハガ

キを出すときばi弓面のコ

ピーを残し、簡易書留で

出し露し膜う゜

＝匿蛇か已
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契
詫
二
月
三

・
厳
売
唐
名

，
商
畠
名
・
菫
敷

石
塑
典
均
壱
歸
露
し
ま
す
。

一
三
○
．
潅
○
以
旨

究
麹
者
住
所

氏
名
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８円霊辰箭塞賑売

意三選蓋的役冨翌供(ニス三重学教室.鰭這祖手忽介サービスなど】

辿鎮賑亮取引【いわゆるマルチ商；壱】

２OＢ
業務提供誘引阪売取引(いわゆる内転・モニター商法）

Ｏ※契釘書を取り交わした已壱含みます。

Ｏ燕期間が遇きていてらあきらめないでＩ因ったときは柤談窓口へ！

汀…………￣……………￣……

取弓’内容 期凹

坊問廠売(ｱﾎﾟｲﾝﾄﾒﾝﾄ商法､キャッチセールス､SF商法を含む）

霊室勧誘賑売

肴乏芝蓋的役扇鰹僕(ニステ､冨学戟蜜､汚這泪手紹介サービスなど）

８日

連鎖振売取引(いわゆるマルチ商法）

業務提供誘引阪売取引(いわゆる内転・モニター商法）
２０日



４契絢解除に関する行為

特定商取引に関する法律に基づくクーリング･オフや､消費者契約法に基づく契約取り消しの申し出な

どは､法律によって認められている消費者の権利です｡また､その他に事業者が任意に認めているクーリ

ング･オフもあります｡消費者からのこのような申し出に対し､事業者が不当に妨害したり､解約成立の後

に代金返還や原状回復などを不当に拒否する行為は許されません。

１ ２ヨリイ」ＦＥＩｐｌ９豚ｇｌｊｌ２ｑＩＩｊｔ旦已ｂ
田睡fTBIhd5③騰狸０

消費者をあざむいたり、

困惑させたり、威圧的、

畏怖させるような言動や

心理的圧迫を＝えるよう

な言動によって、法令や

契約に基づく契約の申し

込みの撤回等を妬げるこ

と。

滴貧者がロ頭で行っ

クーリング・オフなと

同意の意思を示しなか

後から書面によら】きけ

ばならないことを這由

して、契約の成立や存

を強要すること－

｢百 4』iii重璽馴てり鰍
ｒ法令や契約によって、
商品等を使用、消費、利

用すると契約の‐し込み

撤回や解除ができなくな

ることが定められている

場合に、消費者に説明を

せす、その商品等の使用

を励めるなどして、契約

の成立や存続を菫要する

こと。

加川■匹面ＰＵＢ」ご訂

面騒＝ぞワの

亜鰯エ事芒したIナど

群罰した【‘んでずが…Ⅲ
不当芯霊の対巨や費用

損害陪償芯どの支払いを

要求することを消費者に

きけ、法令や契約に基づ

く契約のE冒し込みの撤回

曇を妨げること■

墨塑の劉苫竃侭邑

読:催する二とに

(:I〕三才よ’

呂
凸』 ６鮒的鋤艸鵜

７継続的に商品等を供給
する契約を締結した場合

に、消費者が、信姜誠実

の原則に照らしやむを得

ないと認められる三由が

あって、中途解約を申し

出ているのに、正当な理

由なく拒否すること。

過宜勘I扇の瀞靭０

過大辱量の商品等の恥

入契約を語誌した場合に、

消費者が、信義誠実の原

則に照らしやむを得ない

と密のられる三由があっ

て、契約解除を￣し出て

いるのに、正当な理由な

く拒否すること。
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Sも穴、
守で;二

契約の串し込み撤回等

が有効に行われたのに、

これを認めない、または

法令や契約に基づく返還

農務、原状皀復義務、損

宮賠頃義務などの全部ま

たは一郭の履行を正当な

理由なく拒否したり、遅

延させること、

蔓篭Ｅｌｉ<viiiiF1i
重せん

魔干乾慢嗣の硯胸を

グージグ。.』･フ

Ｌセので

返全してください‘



５消費寶信用(与信行為)に関する行為

品やサービスの憲入に際し､消費者がクレジットカードやローン､貸金業者からの借り入れなどをす

とがありますが､与信業者は､消費者の支払い能力を超えることが明らかな場合など､与信行為が消

の利益を害することが明白な場合には､与信を行ってはいけません｡また､正当な根拠に基づいて消

商
こ
看
る
賛

賢者が与信業者への支払いを拒む場合に､その妨害をするような行為も許されません。
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*２賑売禦者報商品やサービスを供給する事業者またはその取次店など

実質的な賑売行為を行う者

*３二低契約軒一腫売藁者等からの商品ヤワーピスの隅入を察件または原
因として、侶馬の供二をする契約あるいに保汪を受屍する契約（条例
義10餐露５巳
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